
平成１３年大和村条例第１６号

大和村における野生生物の保護に関する条例

（目 的）

第１条 この条例は，村内に生息する野生生物が村の優れた自然環境を象徴する貴重な

存在であり，野生生物との共生が村民の豊かな生活に欠かすことのできないものであ
る。そこで，村・村民等が一体となり，村の自然環境に誇りを持ち，もって将来にわ

たり子孫に伝えて行くとともに，自然環境の保全・野生生物を保護する意識を高めて

いくことを目的とする。

（野生生物の保護）

第２条 この条例で定める野生生物は，殺傷・捕獲・採集及び伐採・採取してはならな
い。

（保護対象）
第３条 この条例において保護地区及び保護すべき野生生物は，規則で定める。

（保護地区の指定）
第４条 村長は，野生生物の保護のため保護地区を指定することができる。

， ， ， 。２ 村長は 前項の保護地区を指定するときは 地権者の同意を得なければならない

３，村長は，第１項の規定による指定をしたときは，直ぐにその区域を告示し，地権
者に通知しなければならない。

４，村長は保護地区の指定の必要がなくなったと認めるときは，その指定を解除しな

ければならない。
５，第２項，第３項の規定はその区域の変更について，それぞれ準用する。

（保護地区での行為）
第５条 保護地区内においては，次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 野生動物を捕獲，採集若しくは殺傷すること。

(2) 野生植物を採取，伐採すること。

(3) 猟銃，火器等，それらに類するものを使用すること。
(4) 建築物，その他の工作物を新築し，その他土地の形質を変更すること。

(5) 土石を採取，掘削すること。

（保護制限行為の除外）
第６条 次の各号における行為については，第２条及び第５条の規定は適用しない。

(1) 学術研究，その他公益上の事由により，村長が必要と認めて許可した行為。

(2) 非常災害時の必要な応急措置として行う行為。
(3) 通常の管理を行うため，又は，生計を営むためで，野生生物の保護に支障を

及ぼす恐れがない行為。

（村の責務）



第７条 村長は保護すべき野生生物が置かれている状況を把握し，その状況に応じて保
護のための施策を講じ，実施するように努めるものとする。

（村民等の責務）
第８条 村民は前条に基づき行う施策に協力する等，野生生物の保護に寄与するように

努めなければならない。

（自然保護思想の普及高揚）

第９条 村長は，自然保護に関する知識の普及及び思想の高揚を図るとともに，村民が

行う自然保護活動の助長に努めなければならない。

（財産権の尊重）

第10条 この条例の適用に当たっては，関係者の所有権その他財産権を尊重しなければ
ならない。

（監視員の設置）
第11条 村長は，保護地区内での禁止行為を厳守させるため野生生物保護監視員（以下

「監視員」という ）を置くことができる。。

２，監視員は，村長が委嘱する。
３，監視員は，腕章を着用するほか，その身分を証する証明書を携行し関係者の請求

があったときは，これを提示しなければならない。

（実施規定）

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。



奄美諸島の希少種
指定区分 名 称 所 在 地 管理 指定年月日

国特天 アマミノクロウサギ 奄美大島・徳之島 県 s 38. 7. 4

国指定 ルリカケス 奄美大島 県 t 10. 3. 3
〃 アカヒゲ 南西諸島 s 45. 1.23(喜界与論沖永良部を除く) 市町村

〃 オオトラツグミ 奄美大島 〃 s 46. 5.19

〃 オカヤドカリ 南西諸島 〃 s 45.11.12
〃 奄美大島 〃 s 46. 5.19オ－ストンオオアカゲラ

〃 トゲネズミ 奄美大島・徳之島 〃 s 47. 5.15

〃 ケナガネズミ 奄美大島・徳之島 〃 s 47. 5.15

奄美群島に生息する野生動物・環境省のレッドリスト

種 名 称 絶滅危惧 所 在 地 備 考
アマミノクロウサギ ⅠＢ 奄美大島・徳之島

奄美大島・徳之島・沖縄哺 ケナガネズミ 〃

オリイジネズミ 〃 奄美大島・徳之島
奄美大島・徳之島・沖永良部乳 〃リュウキュウユビナガコウモリ

アマミトゲネズミ 〃 奄美大島・徳之島

奄美・喜界・徳之島・沖永良部類 オリイコキクガシラコウモリ Ⅱ
ワタセジネズミ 準 奄美群島・琉球列島

リュウキュウイノシシ 奄美大島・徳之島

イシカワガエル ⅠＢ 奄美大島・沖縄島
両 オットンガエル Ⅱ 奄美大島

生 アマミハナサキガエル 〃 奄美大島・徳之島

奄・徳・沖縄・渡嘉敷島類 イボイモリ 〃
シリケンイモリ 準 奄・沖縄・渡嘉敷島

爬 キノボリトカゲ 〃 奄美群島・沖縄

奄美大島・徳之島・沖縄虫 バ－バ－トカゲ 〃
類 アマミタカチホヘビ 準 奄美大島

ヒャン 〃 奄美大島

オオトラツグミ ⅠＡ 奄美大島

鳥 アマミヤマシギ ⅠＢ 奄美大島
オ－ストンオオアカゲラ 〃 奄美大島

類 ルリカケス Ⅱ 奄美大島

アカヒゲ 〃 奄美大島



奄美群島に生息する希少野生動物・環境省のレッドリスト

種 名 称 絶滅危惧 所 在 地 備 考

アマミヤマシギ ⅠＢ
オ－ストンオオアカゲラ 〃

サンカノゴイ 〃

ツクシガモ 〃
オジロワシ 〃

ヘラシギ 〃

セイタカシギ 〃
ルリカケス Ⅱ

アカヒゲ 〃

鳥 シロハラミズナギドリ 〃
オ－ストンウミツバメ 〃

クロウミツバメ 〃

アオツラカツオドリ 〃
ヒシクイ 〃

オオワシ 〃

オオタカ 〃
リュウキュウツミ 〃

チュウビ 〃

ハヤブサ 〃
マナヅル 〃

アカアシシギ 〃

ホウロクシギ 〃
類 ツバメチドリ 〃

ズグロカモメ 〃

オオアジサシ 〃
コアジサシ 〃

ミゾゴイ 準

チュウサギ 〃

マガン 〃
ミサゴ 〃

ハイタカ 〃

オオジシギ 〃
ベニアジサシ 〃

エリグロアジサシ 〃

カラスバト 〃
アカモズ 〃

シマアオジ 〃

ノジコ 〃


